
【別紙】 

各委員のご意見等（順不同） 

 

 類似するマーク・商標等、ロゴマークを使用するにあたっての確認は必要な

いのでしょうか。 

 

 金剛バス廃止以降、一丸となってバス路線維持に努めてきた意義や意味を今

一度再確認し、各々が枝葉の部分で自己主張し合うのではなく、利用者目線

で本当に必要なことは何か、取捨選択し、スピード感を持って未来志向で話

を進めていくことを願っております。 

 

 投票期間が短いので、投票対象者の方に広く周知できるよう、ＰＲにご注力

いただければと存じます。 

 

 参画していただいた大阪芸術大学さんに対する誠意を示す意味でも、今期中

に結果を出すべき。（中には選外になった学生もいるし、選ばれた学生の中

にも卒業生がいるかもしれない。） 

 

 汗をかいて地元自治体や住民の力で残したふるさとバスのイメージ定着お

よびアップを図るものとして、ロゴマーク選定に関して協議会で承認してい

るものであるので、実行あるのみと考える。 

 

 令和 7年度に予算化され、分科会で十分議論された金剛ふるさとバスのロゴ

マークを今年度中に決定してください。 
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域公共交通活性化協議会において、作成することが決定されたため、その事

務については承認する。但し、その条件として、今後、本活性化協議会を開

催するにあたっては、事前に首長会議に諮り、提案する全ての議題について、

その了承を得たうえで本協議会を開催することとする。 
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以上 


